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「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」新旧対照表（案）  

5■■…●書  

旦細乱入墓、ウイルス戦こよる汚珊除  

7換虔．出超．敲美事  

8鮎馳瀾寸‾るt己は  

9腕鮪の反映  

♯2鮒こおけるt榊  

算5暮ヒト㈱九州与   第5暮ヒト柵の移縫又」ま投与  

第1被験者の人権保性   第1嫌者の人権保講  

1桐…定   1掬看の＃定  

2インフォームド・コンセント   2インフォームド・コンセント  

3袖鮪となるべ掃こ対する柵   3撼音となるぺき看に対する珊  

4代沢拍、らのインフォームド・コンセント   4代緒書からのインフォームド・コンセント  

♯2移腋又l捌こおける醐   幕2移柾又は投与刷篭†こおける安脚  

1ヒト柵瑚する什研理   1ヒト醐こ麒け一るM脈  

2酬及聯   2榊料及【月餅の保存  

3禰鰊動こ朋ナる岨   3蜘瑚する偶の把艦  

算6書棚1   第6書棚，】  

算1見正し   第1見止し  

′「                                                                    算2施行期日   算2施行期日   

第1事  第1目的   第1臥的   

ヒト柵包を用いる臨床研究（以下「ヒト噂晰究1という．）は、穐  ヒト触を用いる蜘究（以下「ヒト輪晰という。）軋鼠  

柵再生等を通じて・醐持並びこ晰肪・紺及∽軸こ  鴇故紙再生等を通じて、旦民の搬…持並びこ疾病の予防、輔及び油附こ  

土豪な役削を果たすものである．   工粟な役創を果たすものである。  

この抽Ⅲもこうした投網l功、んがみ、ヒト鞘榔詞拶払蜘解を  この総帥よこうした地相こかんがみ、ヒト蜘酬解を  

得て、如＝実施・推進されるよう、個人の職と人権を書1し、かつ、科学  得て、遮氾こ純・蛙遺されるよう、政人の書厳と人権を書重し、かつ、科学  

的粗如こ基づいた有蠍び安全性を舶するために、ヒト㈱こ  的知見に基づいた柚性及t胎生を僻するためIこヒトI醐こ  

かかわ局すべての者力Ⅶ守すべき事項を定めることを目的とする．   かかわるすべての者が遵守すべき事項を定めることを目的とする。  

筆2用柑   第2用碕の定暮  

この縮紺こおいて、次に捧げる醐£それぞれね＝定めるところに  この指針において、次に掲げる用法の畑£それぞれ次に定めるところに  

よる．   よる．  

（1）ヒトl細胞且弧自己と同じ敗力捕った細胞を檀＃する能力  （1）ヒト榊抱ヒトから塩取された細胞又は当肋分裂により生ずる紺  

と多分化鮨（異なる系列の細拘1こ分化する地力）本有するヒト細抱をいう．別  泊であって．多分イl墟嬉有し＿かつ＿自己級別t持しているもの又はそ  

l』胞℡める細則（以下「細Il】といぅ．）に規定するヒト  れに鰯する能力を有することが推定さ九るもの及びこれらに由来する加の  

胤 ヒト胚性鉾棚地（以下「ヒト臨賠触という．）及びヒト人工多  うち．別l側省撤最長が定める細別（以下「級Il】という。）に  

舵性触（以下「ヒトi円細胤という。）が含まれる．   する細胞番いう．ただし．ヒトE＄細胞及びこれに由来する細栴細く．  

＜鯛剛＞   ＿g堕拉  

1ヒト体性鈴鏑蜘tヒトの舶褒露十る腑で、皿慶した分化鯉古傷   【1）lヨ断る細けd■きする樹上】畑■怜山地（飢えは．造血某給血隅＿嬢  

■寸‾ムヒト納である．錫ほ11遺鵬和郎（各】1血濃馳＝鎗イヒrるもの丸、う▲）＿  搬W伽はr㈹柚．一触戚粗相書こ）．鵬  

伽（仙よクリア細緋こ分IH－るもの乱lう．）、膿胸地相、  納＿皮仙測地、仙棚及び■l伽）及び‾  

● 触血二分lヒナるもの軋＼う．）■が含ま九も▲この指針では体性I欄  ＝含t細（桝丸ま造血黒地を畑勧軌ヽ＼  

膿をtんナ濃l■（■駐文」鵬血幕）を用し髄酸も倉重hム．   血．■＃血及び■摘粗相すエ た似でこれらの曲事頗して特ら  

2ヒト馳軸よ和事膳暮してヰられる胚…嘘払、姐立きれた  

ヒ職で、鮒眈棚で白地と嚢納ヒ戴を■する．  

8ヒトi馳も人エ‘付＝触手臥さ九たヒト触でり、ヒ  

とl封助力ムる．一方、人工的∃馳臣き九た分地他事鏡1きれた  

ヒト鹸ね他用飢えはヽらI円」出帆夢繭寸1＝鵬きれた蜘  

鳩など）はj棚均とl岬まなし竹t、この拍Ⅲこ古筆れる．   

改正案   現行   
目次   算1事柳l   算1暮椒リ  

第1邑的   第1邑的  

事2醐   第Z用言評）定t  

第31用榔  J＝＝〔て号∴  

算4対植篭  第ヰ対蛸響  
事5対■となるヒト幹細胞等  

輿＝昧刷Il  こ・rT≡  

ユ脚保   ユ有効性及び安全性の積鋳  
旦有勤性及び酬保   呈伽保  
旦品好捕   旦仰のインフォームド・コンセントの確保  
旦脚のインフォームド・コンセントの確保   旦品質専の托紘  
5公紙上の安全の印   5公衆衛生上の安全の配慮  

■  －：■〟 ■′   6鰍間  
7且人什㈹   71ヨ人什腑  

第2霊研醐   第2書研究棚  

算1醐   第1榊  
1すべての研㈱ヰ椚な薫播   1すべての研究醐  

2榊のI職   2輌  
〇研究1住着の嘩  8研究兼任者の責務  

4総括土庄着の土燐  

点研触法の土樫  旦棚の長の樽  

． ≡一－l ．±1一  ■、   旦繊即〉代表者鞠乃鰯  

ヱ研究鵬   ＿旦＿研究岬  

旦僻書査委員会等   ヱ僻書重要Å会等  
第2榔臣の意見等   第2鳳た別醐  
1廊歪の意見   1厚ま労勲大臣の暮見  

2工夫な事妙に係も阻蜘大臣の意見   2工大な1馴扱こ係る騨臣の暮見  

8厚生封k大臣の調査   3厚生労鵬大臣の源  

算8暮ヒト榊如）採取   第8霊ヒト晰  

算1提供者の人廟   第1蜘の人権録は  

1縫鎖者の遭定   1捷供者の選定  

2インフォームド・コンセント   2インフオ「ムド・コンセント  

3搬者となるべ音竜に対する抑事項   3搬者となるぺき者に苅する榊  

4代諾者カヽらのインフォームド・コンセント   4憎帥ヽらのインフォームド・コンセント  

5璃耕者が死亡している場合   5抑く死亡している壌会  

6手術専で嫡出されたヒト幹細胞を利用する場合   6手塙専で縞出されたヒト幹細胞を利用する場合  

7提供者に移橿又は投与を行う場合   7晰細ま投与を行う埠合  

第2探幽こおける安全対策等  第2醐こおけ思安全対策等  

1提供者の搬及1融  

2肋作舶保  

旦＿麿盤  

第4章ヒト柵の醐こおける安班零  第4耳ヒト柵の脚こおける蜘専  

算1封性必用lこおける安全対策  

1誠瞥埋システム  1品質瞥理システム  

2蜘   2細菌、糊、ウイルス零による5柵隙  

3 とょ‘ヒト触）堅け入れ  〇雲型飽  
41錮瞬打〉聖け入傭検査  



きることとなるものを畠む．）をいう。なお、死酎こ係る情報が同時こ、遺  

族等の生存する個人l瑚する憫である場合】コ£当該生存する隠人㈹と  

なる。  

ぷ旦保有侃人†搬研究者等が排するヒト幹細胞臨東研究こ係る億人情報で  
あって、脚く、開示、内容の訂正、追加又は削除、羊腸の軌L消  

去及び策≡舌′、㈱止を行うことのできる権限を有するものをいう．  

且弘未成年者満20闘の看であって、他田をしたことがないものをいう．  

旦塾代哩人未成年稚しくは成職見人の法定代理人又は領有個人情報の  

声1用日蝕機知、的示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び  

第三者へ胡蜘〉停止の求め（以下個の求め」という。）をすることに  

つき本人が重任した代理人をいう，   

きることとなるものを触）をいう．なお、死酎こ係る什梱こ遺  

牌の生存する臥こ朋ける情報である附こは、当該生存する侃人の情報と  

なる。  

ぷ旦尉稚人㈱研期持わ喫施するヒト醐こ係る胤川津で  
あって、当脚が、帥示、内容の王丁正、追加灰は削除∴軸隕〉持止、消  

去及び醐止を行うことのでき施を有するものをいう。  

血盟未成年者満20脚〉看であって、婚姻をしたことがないもの訊、う，  

兇代理人未成年者若しく醐報の  

利用日的の通知、帆内抑L追加珊帆漉左及び  

諷三む側止の求めく以下剛という．）をすることに  

つき本人が委任した代理人をいう。  

第3適用秘  

1この靴第4に規定する対脚課するものであって、帯5に  

蛎宣するヒト触些を、柳）治療を目的として人の脚轍与  

する崖抹瑚究を対象とする。  

ただし、次のいすれ椚ヨ旭するも触この脂冊としなしヽ  

（1）一重全性及び酬ま正されており．一肌＝行ゎ行n＼る医療行為  （2）岬  

（2）研究者ヒト榔究を耕する看をし＼う。ただし、研知帖者を  

除く。  

（3）靴音棚こおいて、軸＝必要な指示を行うほ払、、ヒト幹  

細胞臨床研究こ係る靭を統括する者をいう．  （4）総岬する  
ヒト卿遅  
か ヒト輸紬こ臨る鵬する研究責任者をいう．なお、桟壷  

蜘募担う ロト人で1り刊Jr－らなしヽ  

過榊研究者、靴音、輌ヒト幹細胞臨抹研  

究に攫わる者をいう。  

過棚ヒト礪抹研究を執する棚（ヒト岨  

製を行う触を含む。）をいう。  

辺倫勒金ヒト岨願更の適否その他  
のヒト醐瑚する珊こついて、鯛的及軸か  

ら榊するため、ヒト姻床研究を行う研究…関として置  

かれた伽lう。  

上旦と相補験者の死亡その他のヒト幹細胞臨床研究の実如こ際して生  
じた棚及びヒト輪醐こ影響を及はすおそれがある  
蘭肘〉提供を受けた事絶をいう。  

上艶榔藻者ヒト脚こおいて投与醐とな軌、  

う。  

』旦提供者ヒト㈱こおいて自らのヒト細胞を挫折‾る舌をい  
う．  

上1旦インフォームド・コンセント拙者又は研究責任者の指示租†た  

研究削、ら、榊こヒト㈱瑚する十分な脚ナ、当麻  

鞘、肌方法零を馴し、自由意思に▲づいて、韻書又は捷供者  

となること及びヒト触の取扱し＼について、当蹄甜住着職住舌  

の指示を受けた研究者に対して与える同意をし、う。  

旦塾代話者秘跡提供者となるべき者が槻で同意を与える能力を欠い  
てし㈱こおいて、糊毛を行う者、軸春、後見人そ酬息及び  

利益恥よく代弁できると判析される看であって、勅＝代わってインフォ  

ームド・コンセントを与え得るものをいう。  

』旦調製ヒト幹細胞こ対して∴■小限の膿作、ヒト幹細胞の人楓  

柳生称紺荊醇畑濾作、非細胞成分と  

馳・脈拙．王岨  

＜細則＞  

岨仁王軌臥Ⅷ  
書こよ叩  
酬をいう。  

』盟側朗ヒト揃軌誠妹邪知胱就こ用し＼られるヒト附する  

組＼う。  

旦邑ロット爛こより均賞性を有するようt欄製されたヒト榊  

胞の－－一群をしヽう。  

且軋瑚掬樹鴻組又は投与する、脚測されたヒト幹細胞  

をいう。  

且旦鼠人㈱生存する凪山こ関する㈹8であって、当㈹こ含まれる氏名、  

生年月日その他の記述戦こより特定の鹿人を識別することができるもの（他の  

情報と容易に照合することができ、そhにより榊人班別することがで  

l姐研究者等研た看、研究責任者、研究湘の長その他乃ヒト細床研  

究に携わる者をいう。  

過棚ヒト榔究を実施する舶（ヒト柵ま況  

製を行う柳を含む。）をいう。  

1旦と倫加重Å会ヒト輪鵬椒ま梗の適否その他  

のヒト均一珊≧鏑床研究J瑚する躇な瑚こついて、胸的及び持触、  

ら翻するため、ヒト榊鵬の移植又は投与を行う研究機朗の長の棚と  

して覆かれた甜」の酬をいう。  

1む玉大な事隠棚者の死亡その他のヒト醐凋して生  

じた貴大な事隠及びヒト幹㈱姐御を及」酌‾おそれがある  
情散脚を受けた事態をいう。  

1塑搬者ヒト棚効こおいて投与丸岨となる書をい  

う。  

上皇と掴ヒト幹晰こおいて自らのヒト触を撤する者をい  
う．  

』旦インフォームド・コンセント脚任看刃棚住着の指示を受けた  
研究者から、抑こヒト幹醐粕淵ナる十分な説明を受け、当臓  

研究の意■、日的、方法等を理解し、自由扱こ▲づいて、被験者又は纏鋏有  

となること及びヒト幹細胞の取扱いこついて、㈱ま榊住専  

の指示を受けた研究者こ対して与える同意をいう．  

月旦帽羞専櫛音叉l；畑l供看となるべき者が柑で同書を与える能力を欠い  

ている場合において、親権を行う看、甜看、後見人その他の本人の意思及び  

利益を最もよく代弁できると翠l折される看であって、本人に代わってインフォ  

ームド・コンセントを与え得るものをいう。  

且弘明製御代与するため  
1塑些王丘主とをいう．  

2この輪帥も日本国内において実施されるヒト幹脚研究を対象とす  

るが、手放潮唱本匠州こおいて研究を行う場合及び醐究機  

関と共同で研究を行う場封よ日本国州こおいて実施されるヒトⅦ疎研  
究も対たとし、榊よ当鰍去令、飽軒等を遵守しつつ、この指  

欄こ従わなければならない。  

は、当該撒こ従ってヒト幹細胞臨床研究を実施しなl伽まならない。  ただし、この指針と比較して当油地の法令、抱け瑚払Ⅶ絡㈱こ       く義卿1＞  
且塗潰棚ヒト舶床研究のために用いられるヒト幹細胞を蝕する  
機関をいう．  

上坦ロツし・十連の捌こより慣性を有するように推されたヒト珊  
他の一群をいう．  

上1邑棚蜘こ移植又は投与する、鵬付測されたヒト紬  

をいう。  

且塾凪人傭生存する侃人に関する憫であって、当抽こ含まれる氏名、  

生年月日その他の貢沸こより特定の凪人を識別することができるものく他の  
情報と容執こ附合することができ、そ如こより榊人を斯けることがで  



1住吉励佳肴の指示を受けた研究者であって、廊別として、国師でな  

ければならなしヽ  
く■m  

珊瑚コ1晰  
5公衆配Lヒの皿慮ヒト帆公珊生上の安全に十分  

配正して桃されなければならなしヽ  
6†帆綱ヒト綿御重  
切かつ正甜＝公開きれるものとする．  

7㈱捜  
（1）脚瑚する個人情報こつし鴨迎閥名化（必珊こ個  

人班別できるようにその世人と拙こ付された符号又は番号の対応幾を捜  
す柚こよる■名化をいう。）を行った上で取り扱うものとする。なお、個人  

㈹増する連体（平成15年紺57号）、行】刻晰する個  

人愉）保馳瑚する法ゆ（平成16棚58号）∴独立行政法人等の保  

有ナる胴硝け甜（平成15棚59号〉及び個人情報  

の珊瑚する法僻11乗算1項胴まえて醐こおしヽて  

制定される集脚…用されるそ㈹i醐乱l  
に当たっては、それ渦される汝令、鞘守すも削ること  

に賢暮しなけれはならなしヽ  
（2）研師、健脚及び仙錮＝坤ず脚楼  

軋よヒト伽兎を行う上で知り棚こ阿する㈹を正  
当埴由なく漏らしてはならないものとする。そ珊を過し、た…とす  

る。   

①インフォームド・コンセントを受けられもこと．  

（1）▲文で生命を書か爛、身体の機能を馨しく損なう疾患又は一定l軋糞身  

体の欄舵若しくは形態を損なうことによりQO」（生活のX）を著しく損なう  

疾■であること．  

ほ）ヒト甑こよる治槻（、覇在可能な他の治療と比較して  

tれていると予測されるものであること．  

（3〉鮒ことってヒト幹柳実の棚こより得られる利益が、不利益  

を上回ると十分予測されるものであること．  

第5 蜘組り  

ユ 有効†生及び安醐  
ヒト幹細胞臨床研究は十分剛敷こ暮づ卓、右肘㈹払Ⅶ  

されるものに限る．  

呈 憺劉≡の確保  
榊£生命倫理をヰ暮しなl■けuまならなしヽ  

旦 脚のインフオ「ムド・コンセントの確保  
ヒト幹伽如i機隋及び提供者（以下「蜘という。）のイ  

ンフォームド・コンセントが躊県された上で実施されなl仇よならなしヽまた、  

インフォームド・コンセントを熟ナる者（以下暇明春」という。）l£研究  

責任者又は研究責任者の指示を受けた研究者であって、原則として、師でな  

ければならない  



（3）出願畑嘲蜘）た据；掃こ必】粉くある場合であって、本人   

の同意を絹ろことカ簡であるとき．   

（4）醐しくは地方公共地よその委託鯉ナた書が法令の定める事務卸する   

ことに対して協力すふ初出く柵であって、本人の咽ることにより当附行   

に支障を及l封‾おそれがあるとき．  

④保有屑人情軌こついて∴変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合戦  
拍＝認められる研内において串原目的を甜‾る増封よ当液更の内掛こ  

ついて袖脚』知又Jま公表しなければならない。  

⑤他の研究者等から研究を承継することに伴い個人†柵を問した脂も  
あらかじめ脚の同意を得ないで、承l由和こおける彗維人情輸乃甲1用目  

的の達前脚を超えて、別人†柵を取り扱ってはならなしヽ  

⑥偽りその他不正の辛勝こより個人傭を附してはならなしヽ  
⑦劉周目的地釣棚銅において、保有侃人傭を正弛）、つ最新の  

内容に保つようタめなけれはならない。  

⑧保有情人M葡の漏えい、掛まき損の肪止その他の保有侃人㈹の安全  

悔のためt淵随、つ適切な措置を講じなければならない．  

また死者の人としてのヰ厳及び遭験の敵情こかんがみ、繍こ依る†轟轍こつ  

いても侃人㈹と同柵こ情闘えい、滅失又は音損の防止その他の死酎こ  

係る醐）た靭＝必要力、つ適切な措置を講じなければならない。  

⑨あらかじ脚同意を得ないで、保有臆人†1報を第三者こ提供して  

はならない。ただし、経り磯する場合を除く。   

第1耽の体制  

1すべての軸責務  
（1）醐、髄、プライバシー及び尊厳を守ることは、ヒト幹細胞  

臨床既知こ紺フる榊糊務である。  

⊥む湘よヒト幹細胞臨床研究を耕するに当たって且撫育兄美星供  
者となるべき者に対し、知床研究の実施こ朋し必要な事項について十分な  

説明を行し＼文書でインフォームド・コンセントを受けなければならない。  

＜梯」J＞  

1紬こ紬ま投与ごとにインフォームド・コンセントを劉ナなけれまな  

らなしヽ  
2桝ごとに文書でインフォニムド・コンセントを兇ナなl■けuまならなしすメナで  

l土なく、闇住着カtt懐して臭けるなど、被脚ごとに一つの文節＝よるインフ  

ォームド・コンセント毛受けもことね可陀である．  

1呈1醐£ヒト触研究を夷酎‾るに当たって楓－一触こ軋ナ  

入れられた科学椚原則に従い、料醐その他脚‾る情報及び十分な実  

麒に基づかなければならなしヽ  

第1研究の体制  

1すべての研究者等の墓初的な責務  

（1）神醐、帆プライバシー及脚ることは、ヒト幹細胞  

踊和醐である。  

1む軌ヒト幹櫛研究を実施するに当たっては、一飽和こ受け  

入れられた珊こ従し＼、科竿的文献その他の隕還す盈情緒及び十分な実  

験綺果に基づかなければならない．β悶りとして、縁組又は棺与きれるヒト幹  

脚と  によってその弧十ヤタ担ヱ！ゝj通用せ  

序力呵卿細胞を  
闘いるヒト卿綬  
封棚しなければならなしヽ  

ご遥剋≧  （2）に卿＝  
技I舟妙を反映させるように好めなけれはならなしゝ  

11ニ馳▼地  
（引潮地力塾与すも酬曳こ封応した、血別の鮮価洗饉（ゲ′ム、  

エビゲノ⊥の鮮価翳）芥きわる．  （卿こと   
蜘。  

迎恥ヒト幹細胞臨床研究を実施する二当たっては、鮒よ提供  

者となるべき着に対し、当紙東研究の実組＝髄し必要な事項こついて十分な  

鮒乳＼、文■でインフォームド・コンセントを受醐らなし㌧  

く細緻D  

l恥奴月こ移檎又は投与ごとにインフォー「ムド・コンセントを熱ナなければな  

らない．  

2附ことに丈■亡インフォームド・コンセントを賢けなけれはねらなしすメナで  

はなく、酬して受ける蠣、脚ごとに側＝よるインフォ  

ームド・コンセントを貴けることが可能である．   

（ヰ）潮こ影響壬及ぼすおそれのあるヒト堀切究を実施する場合又  

はヒト幹細抱臨床研謁の来臨こ当たり蜘を使用する聴こは、当該臨床研究  

の柵こ当たって十分な配慮をしなければならなしヽ  （5）醐多  
領域の研究者等との十分な検i正をおこない、患者団体等の童貞」こも配慮しなけ  

抽まならない。  

1旦1醐こ係る土橋は、次のとおりとする．  

①ヒト幹細醐果を公表する場合こは、細者等を特定できない  

ように行わなければならない．  

②あらかじめ脚の同意を得ないで、インフォームド・コンセントで特  

定された利用日輸勤劫馳えて、保有伍人情粗を取り扱っては  

ならなしヽ  

③酬こつして、その利用目的を捜する場合《動こ規定する犠台  

を除く．）lコ£改めて脚こ当該変更の嘲」同意甜なけれ  

ばならなしヽただ」竃鵡1で規定する場合を除く。  

（4）剥こ班を及ぼすおそれのあるヒト綿晰研究を実施する場合又  

はヒト醐臨床研究の実抱こ当た別掛物を使用する≠合には当抑院  
の珊こ当たって十分嘘虞をしなければならない。  

第三者l魂しないものとする．  

（1）榊が剛用巳…虎軸内＝おいて保有舶ま一  

部推す胡蛤  
（2）保有鳳㈹を御車と珊で瑚して利翳すモ欄后であって、その甘並び  

に共同して有用されも餅且人†胴乱共同して杓1弔す購臥利用す槍  

の利網目的及び当鵬肴鳳人㈱こついて1任を打抑氏名又は名神こつ  

いて、あらかじ脚御し．又毎械群書零が寧渇こ掛川拍腐蝕司Ⅳてい  

るとき，ただし、当脚川を利隋ナ酬用目的又1ま保有醐  

について井任を零する著の氏名若しくは名称壬ま更す初台、榊と任する  

内寧l＝ついてあらかじめ柳こ如し、又ー脚が知り得る七勒＝鷹払、なけ  

れはならなtヽ  

⑩保有値入情報の取扱い＝属する神栖からの苦情又は問い合わせへの適  

切か頑な対助こ努めなけれはならなしヽ  
之締着の珊  
く1）研奔酎もヒト醐床研究細讃掬するた相通闊榊門睦偏  

又は臨床経験を有ナる看でなければならなしヽ  

（5）研究者冊人情摘こ係る籾も次のとおりとする，  

（》ヒト幹紺雄翻果を公表する場合【コ£脚を特定できない  

ように行わな什ればならない  
②あらかじ輌綿ないで、インフォームl∴コンセントで特  

定された調鼎目唖側を超えて、保有個人情報を取り扱っては  

ならなしヽ  
③保有個人情問こついて、その準用目的を蝕する場合《動こ規定する場合  

を除く．）lコよ改めて脚こ当該変更の内容を壊明し、同意を穐なけれ  

ばならなしヽただし、紬】磯する場合を除く．  

くIl■り＞  

Q】胡定す叫lね癒扇牒場針L次＝栂ナ場合とする．   

（1）洲∃lづく胎   

（2）人の生禽、鼻槻舶のた拗＝沸騨あって、本人の同意書捧もこと   

が馳であるとき．  






